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はしがき

　所得税の納税者は、所得者すなわち支払を受ける受給者ですが、源泉徴
収制度においては、所得の支払者がその所得を支払う際に所得税額（平成
25 年以降は復興特別所得税額を含みます。）を差し引いて国に納付するこ
ととされています。このため、所得の支払者である源泉徴収義務者は、そ
の者の責任において源泉徴収制度に関する事務を行うことになり、負担も
大きいものとなっていますが、同時に、所得者から所得税額を徴収すると
いう意味でも非常に重要な事務となっています。

　所得税の源泉徴収制度は、利子・配当・給与・退職等の各種所得、報酬・
料金、非居住者所得など広範囲に適用されていますが、従業員や役員の給
与・退職所得は多くの納税者にとって身近な所得であり、また、その支払
者にとっては頻繁に支払が生ずることから、源泉徴収事務の中でも給与・
退職所得に関する事務は大きな割合を占めています。

　本書は、このような給与・退職所得の源泉徴収事務を担当する方々のた
めに、給与・退職所得の源泉徴収に必要な法令・通達について一般的な解
説を行うとともに、国税庁の発遣した「個別通達」、国税庁又は国税局の「事
前照会に対する文書回答事例」、裁判所及び国税不服審判所の「判決・裁
決事例」を掲載し、さらに実務上問題となる質疑事例を「Ｑ＆Ａ」として
数多く収録し、できるだけ分かり易く解説したものです。
　本書が給与・退職所得の源泉徴収の実務に携わる皆様にとって執務の参
考になれば幸いです。
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　なお、本書は、法令出版発行の「源泉所得税相談事例集」の姉妹編とし
て刊行されたものです。
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平成 25 年 10 月

著�者　岡�本�勝�秀�
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　災免法令� � �災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律に関する政令
　震災特例法� � �東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律
　復興財確法� � �東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法
　基通� � � 所得税基本通達
　法基通� � 法人税基本通達
　措通� � � 租税特別措置法関係通達（所得税法編）
　平７課法８－１� 国税庁長官通達年度、通達番号等

２　本書の回答は、平成 25 年９月１日現在の法令、通達によっております。
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第１章　総　　論

　所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに
対応する税額を計算し、これを自主的に申告して納付す
る、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、
これと併せて特定の所得については、その所得の支払の
際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が
採用されています。
　この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報
酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定
の方法により所得税額を計算し、③その所得の支払金額か
らその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
　また、復興特別所得税（後述「９」参照）においても、
平成 25 年１月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に
生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされてい
る所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所
得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する
源泉徴収制度が採用されています。
　この源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特
別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを
除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額につ
いては確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税
額については、通常は年末調整という手続を通じて、精
算される仕組みになっています。
　このうち、給与所得の源泉徴収に関して必要な専門用
語や手続について、最初に説明しておきます。

１　源泉徴収義務者
　�　源泉徴収義務者とは、所得税や復興特別所得税を源
泉徴収して国に納付する義務のある者をいいます。源
泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会
社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁で
あっても、また、個人や人格のない社団・財団であっ
ても、すべて源泉徴収義務者とされています（法６）。
　�　ただし、常時２人以下の家事使用人のみに対して給
与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士
報酬などの報酬・料金等については、所得税の源泉徴
収を要しないこととされています（法 184、200、204
②二）。

２　給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の
納税地
　⑴　納税地
　　�　源泉所得税は、その納税地の所轄税務署に納付す
ることになります。この場合の納税地は、次の⑵に
対するものを除き、給与所得の支払事務を取り扱う
事務所や事業所等のその支払の日における所在地と
されています（法 17）。

　　�　したがって、例えば、本店の使用人等に対する給与
の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人等
に対する給与の支払事務はその支店で取り扱ってい
るような場合には、その支払事務を取り扱っている
本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与に
対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の所
轄税務署に源泉所得税を納付することになります。

　�　�　なお、その支払事務を取り扱う事務所や事業所等
の移転があった場合には、移転前の支払に対する源

問１－１（p.31）
～

問１－３（p.32）

参考１（p.25）
参考２（p.28）
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泉所得税の納税地は、移転の届出書に記載すべき
移転後の事務所等の所在地とされています（法 17、
令 55 ①）。

　�　�　また、源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、
源泉所得税の納税地とされていますので、源泉徴収
した復興特別所得税はその納税地の所轄税務署に源
泉所得税と併せて納付することになります（復興財
確法 11 ②）。

　⑵　納税地の特例
　　�　次に掲げる所得に対する源泉所得税の納税地は、
それぞれ次に掲げる所在地とされています（令 55）。

　　①�　国外において支払われる国内源泉所得とされる
給与等……給与等の支払者の国内にある事務所等
の所在地

　　②�　役員に対する賞与でその支払確定後１年を経過
した日までに支払がないため、同日において支払
があったとみなされるもの……同日においてその
支払をするものとしたならば、その支払事務を取
り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在
地

　⑶　納税地に関する届出
　①　「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

　　　�　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払
事務所等の所在地の所轄税務署長に提出すること
とされています（法 230、規 99）。

　　　イ�　新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を
設けたこと（例えば、法人の設立、支店や営業
所の開設等）。

　　　ロ�　支店、営業所等で新たに給与の支払事務を取
り扱うこととなったこと。

　注�　個人が新たに事業を始めたり、事業を行うた
めの事務所などを設けたりした場合には、別に

「個人事業の開業等届出書」を所轄税務署長に提

出することになっていますので（法 229）、「給

与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要

はありません（法 230）。

　②�　「給与支払事務所等の移転（廃止）届出書」の
提出

　　　�　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の移転（廃止）届出書」を、その
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出
することとされています（法 230、規 99）。

　　　イ�　解散や廃業、休業、従業員全員の退職等によ
り給与の支払がなくなったこと。

　　　ロ�　支店や営業所等では給与の支払事務を取り扱
わなくなったこと。

　　　ハ�　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し
たこと。

　　　　注�　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し
た場合には、移転前及び移転後のそれぞれの納

税地の所轄税務署長にこの届出書を提出するこ

とになっています（規 99）。また、個人の事業

者が事業を行う事務所等を移転したり廃止した

場合には、「個人事業の廃業等届出書」を所轄税

務署長に提出することになっていますので（法

229）、「給与支払事務所等の移転（廃止）届出書」

を提出する必要はありません（法 230）。
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３　源泉徴収をする時期
　�　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期
は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。

　�　したがって、これらの所得を支払うことが確定して
いても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要
はありません。

　　注�　源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を

交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口

座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切

の行為とされています（基通 181 ～ 223 共－１）。

　　　�　ただし、法人の役員に対する賞与について支払の

確定した日から１年を経過した日までにその支払が

ない場合には、その１年を経過した日に源泉徴収を

することとされています（法 183 ②）。

４　源泉徴収をした所得税等の納付
　⑴　納付期限
　　�　源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興
特別所得税（「所得税等」といいます。）は、その源
泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月 10 日
までに納付しなければならないこととされています
（法 181 ほか）。

　　�　ただし、非居住者に対し国外において国内源泉所
得を支払った場合に源泉徴収をした所得税等の納付
期限は、その支払った月の翌月末日とされます（法
212 ②）。

　　�　なお、この納付期限の日が日曜、祝日などの休日
や、土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が
納付期限となります（通則法 10 ②、通則令２②）。
この納付期限までに納付がない場合には、源泉徴収

問１－４（p.33）

問１－５（p.34）

義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなけれ
ばならないことになります（通則法 60、67、68）。

　⑵　納期の特例
　　�　給与の支給人員が常時 10 人未満である源泉徴収
義務者については、その納付手続を簡単にするため
に、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金につい
て源泉徴収をした所得税等を次のように年２回にま
とめて納付する、納期の特例の制度が設けられてい
ます（法 216）。

源泉所得税等の区分 納付期限

１月から６月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

７月 10 日

７月から 12 月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

翌年１月 20 日

　　�　この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税
務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を提出してその承認を受けることが必要で
す（法 217）。この承認申請書を提出した日の属す
る月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の
通知がない場合には、その申請をした月の翌月末日
において承認があったものとされ、その申請をした
月の翌月に支払った所得（翌々月の納付分）からこ
の特例が適用されます（法 216、217 ⑤）。

　　�　なお、この納期の特例の適用を受けるための申請
書は、いつでも提出することができます。

　　注１�　納期の特例の対象は、次に掲げるものに限られ
ます（法 216）。

　　　　⑴�　給与及び退職手当（非居住者に支払ったこれ
らのものを含みます。）について源泉徴収をした
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所得税等

　　　　⑵�　弁護士（外国法事務弁護士を含みます。）、司
法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、

社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、

建築士等に支払った所得税法第 204 条第１項第

２号に掲げる報酬・料金について源泉徴収をし

た所得税等

　　　２�　申請書の用紙は、税務署に用意してあるほか、
国税庁ホームページにも掲載されています。

　⑶　納付の手続
　　�　源泉徴収をした給与所得に対する所得税等は、「給
与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）」
（略号○給）を添えて最寄りの金融機関や所轄の税務
署の窓口で納付します（法 220、規 80、通則法 34 ①、
復興財確法 28 ⑤）。

　　�　また、e-Tax を利用して納付することもできます。

５　誤納額の還付
　�　源泉徴収義務者が源泉所得税等として正当税額を超
えて納付した場合には、正当税額と納付税額との差額
は、その納付の日に生じた過誤納金として、納税地の
所轄税務署長から源泉徴収義務者に還付されることに
なっています。
　�　この場合、源泉徴収義務者がその過誤納金の還付を
受けるには「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税
地の所轄税務署長に提出する建前となっていますが、
その過誤納金が給与所得から徴収する所得税について
生じたものであるときは、還付請求書を提出して還付
を受けることに代え、「源泉所得税の誤納額充当届出
書」を提出して、その事務所等で以後納付することに

問１－６（p.34）

問１－７（p.35）

なる給与に対する税額のうちから控除する方法により
還付する便法が認められています（基通 181 ～ 223 共
－６）。

６　不納付加算税、延滞税
　�　源泉徴収義務者が、源泉所得税等を法定納期限まで
に納付しなかった場合には、本税のほかに次の不納付
加算税等及び延滞税が賦課されます。
　⑴　不納付加算税（通法 67）
　　　納付税額× 10％（又は 5％）
　　　　＝不納付加算税の額（5,000 円未満不徴収）
　　�　法定納期限後に自主的に納付した場合において、
調査があったことにより納税告知があるべきことを
予知してされたものでないときは、５％に軽減され
ます。

　⑵　重加算税（通法 68③）
　　　納付税額× 35％
　　　　＝重加算税の額（5,000 円未満不徴収）
　　�　納税者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は
仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づ
き源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかった
ときは、不納付加算税に代え、本税の 35％相当額
の重加算税が賦課されます。

　⑶　延滞税（通法 60）
　�　�　未納税額（本税の額）×期間（日数）×年利 4.3％
（２か月経過後 14.6％）

　　　　＝延滞税の額（1,000 円未満不徴収）
　　　注１�　本税の額に 10,000 円未満の端数があるとき、

又はその税額の全額が 10,000 円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てます。

問１－８（p.36）

問１－９（p.36）

問１－ 10（p.37）

問１－ 11（p.38）
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　　　　２�　「期間」は、法定納期内の翌日から納付する日
までの日数です。

　　　　３�　法定納期限から２か月以内の延滞税は、本来は
年利7.3％ですが、平成12年以後は「年7.3％」と「前

年の 11月 30日において日本銀行が定める基準割

引率＋４％」とのいずれか低い割合とされ、平成

22年１月１日から平成 25年 12月 31 日までの期

間は「年 4.3％」とされます（旧通法 94）。

　　　　４�　平成 26 年１月１日以後の期間に対応する延滞
税は、次のとおりです（措法 94、平 25 改正法

附則 90）。

　　　　　①�　２か月以内……特例基準割合に年１％を加
算した割合（加算した割合が年 7.3％を超える

場合には、年 7.3％の割合）

　　　　　②�　２か月経過後……特例基準割合に年１％を
加算した割合

　　　　　　※�　「特例基準割合」とは、各年の前々年の
10 月から前年の９月までの各月における銀

行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を

12 で除したものを基に、各年の前年の 12

月 15 日までに財務大臣が告示する割合に、

年１％の割合を加算した割合をいいます。

７　源泉徴収票の提出
　⑴　給与所得の源泉徴収票
　①　給与所得の源泉徴収票の提出

　　　�　居住者に対して給与の支払をする者は、年末調
整終了後に各受給者について、その年の１月から
12 月までの間に支払の確定した給与の金額や源
泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収

問１－ 12（p.39）

問１－ 13（p.39）

票」を２部作成し、そのうち１部を合計票に添付
して翌年１月 31 日まで（年の中途で退職した受
給者については、退職後１か月以内）に税務署長
に提出し、他の１部を受給者に交付しなければな
りません（法 226 ①、規 93 ①）。

　　　�　なお、年の中途で退職した受給者の源泉徴収票
については、その他の受給者分と併せて退職の年
の翌年１月 31 日までに税務署長に提出すること
として差し支えありません。

　　　注�　源泉徴収票及び支払調書は、書面による提出の
ほか e-Tax による提出や光ディスク等による提出
もできます。

�　　　　�　なお、平成 26 年１月１日以後、源泉徴収票や支
払調書を提出する場合において、その種類ごとに、

その年の前々年に提出すべきであった源泉徴収票

や支払調書の枚数が 1,000 枚以上であるものにつ

いては、e-Tax 又は光ディスク等により提出しな

ければなりません（法 228 の４①）。

　②　提出不要限度額
　　　�　その支払う給与が、次のいずれかに該当する給

与である場合には、①にかかわらず、その給与に
ついての源泉徴収票を税務署長に提出する必要は
ありません（規 93 ②）。

　　　イ�　法人の役員（相談役、顧問その他これらに類
する人を含みます。）に支払う給与で、年末調
整をしたその年分の給与の金額が 150 万円以下
のもの

　　　ロ�　弁護士、公認会計士、税理士、弁理士など（所
得税法第 204 条第１項第２号に規定する人）に
支払う給与で、年末調整をしたその年分の給与

問１－ 14（p.40）
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の金額が 250 万円以下のもの
　　　ハ�　イ及びロ以外の給与で年末調整をしたその年

分の給与の金額が 500 万円以下のもの
　　　ニ�　「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した

人に支払う給与で、年末調整をしなかったその
年分の給与の金額が 250 万円以下のもの（役員
の場合には、50 万円以下のもの）

　　　ホ�　「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しな
い人に支払う給与で、その年分の給与の金額が
50 万円以下のもの

　③　非居住者の給与所得等の支払調書
　　　�　非居住者に給与や報酬などを支払う者は、その

支払を受ける者ごとにその支払金額や源泉徴収税
額などを記載した「支払調書」を作成し、翌年１
月 31 日までに合計表とともに税務署長に提出し
なければなりません（法 225 ①、規 89）。

　　　�　ただし、その年中の支払金額が 50 万円以下で
ある場合には、提出する必要はありません（規
89 ④）。

　⑵　退職所得の源泉徴収票
　　�　居住者に対して退職手当等の支払をする者は、各
受給者について支払の確定した退職手当等の金額や
源泉徴収税額などを記載した「退職所得の源泉徴収
票」を２部作成し、そのうち１部を合計表とともに
退職後１か月以内に税務署長に提出し、他の１部を
受給者に交付しなければなりません（法 226 ②、規
94 ①）。この場合、その年中の源泉徴収票を取りま
とめて、翌年１月 31 日までに提出することとして
も差し支えありません。

　　�　ただし、法人の役員（相談役、顧問その他これら

に類する人を含みます。）以外の人に支払う退職所
得については、上記にかかわらず、源泉徴収票を税
務署長に提出する必要はありません（規 94 ②）。

８　災害被災者に対する救済
　⑴　給与所得者が被害を受けた場合
　①　災免法の適用
　　　�　給与等の支払を受ける人が震災、風水害、落雷、

火災等の災害により大きな被害を受けたときは、
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
関する法律」（「災免法」といいます。）によって、
源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付
を受けることができます。

　　　イ�　災害による住宅又は家財の損害額がその住宅
又は家財の価額の 50％以上で、かつ、その年
分の合計所得金額の見積額が 1,000 万円以下で
ある場合

　　　　�　この場合の取扱いは次のとおりです（災免法
３②③、災免令３の２）。

　　　　�　なお、「所得税額」には、復興特別所得税の
額を含みます（復興財確法 33 ①）。

その年分の合計所得
金額の見積額等 徴収猶予される金額 還付される金額

500 万円以下

災害のあった日か
らその年の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に
つき源泉徴収をさ
れる所得税額

その年１月１日か
ら災害のあった日
までの間に支払を
受けた給与につき
源泉徴収をされた
所得税額

500 万円
を 超 え
750 万円
以 下 の

⑴�　６月30日
以前に災害
を受けた場
合

災害のあった日から
６か月を経過する日
の前日までの間に支
払を受ける給与につ

なし

問１－ 15（p.42）
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場 合 き源泉徴収をされる
所得税額

⑵�　７月１日
以後に災害
を受けた場
合

災害のあった日か
らその年の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に
つき源泉徴収をさ
れる所得税額

７月１日から災害
のあった日までの
間に支払を受けた
給与につき源泉徴
収をされた所得税
額

⑶�　⑴又は⑵
に代えてこ
の項による
ことを選択
した場合

災害のあった日か
らその年の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に
つき源泉徴収をさ
れる所得税額の２
分の１

その年１月１日か
ら災害のあった日
までの間に支払を
受けた給与につき
源泉徴収をされた
所得税額の２分の
１

750 万円
を 超 え
1,000万円
以 下 の
場 合

⑴�　９月 30日
以前に災害
を受けた場
合

災害のあった日か
ら３か月を経過す
る日の前日までの
間に支払を受ける
給与につき源泉徴
収をされる所得税
額

なし

⑵�　10 月１日
以後に災害
を受けた場
合

その年の 12 月 31
日までの間に支払
を受ける給与につ
き源泉徴収をされ
る所得税額

なし

　注�「500 万円を超え 750 万円以下の場合」の⑴及び「750
万円を超え 1,000 万円以下の場合」の⑴の徴収猶予期間
は、延長される場合があります（災免令３の２⑥）。

　　　ロ�　災害による雑損失の金額の見積額又は繰越雑
損失の金額がある場合

　　　　�　被災者の申請に基づき災害のあった年又はそ
の翌年以後３年以内の各年において、税務署長
が承認した徴収猶予開始日以後その年 12 月 31

日までの間に支払を受けるべき給与の収入金額
（見積給与額）のうち、雑損失の金額の見積額
又は繰越雑損失の金額、見積給与額に応ずる給
与所得控除額、配偶者控除額等の見積額及び基
礎控除の額の合計額（徴収猶予限度額）に達す
るまでの金額について源泉所得税及び復興特別
所得税の徴収が猶予されます（災免法３①、災
免令９、10、復興財確法 33 ①）。

　　　　注�　配偶者控除額等の見積額とは、障害者控除の
額、寡婦（寡夫）控除の額、勤労学生控除の額、

配偶者控除の領、配偶者特別控除の額及び扶養

控除の額の見積額の合計額をいいます。

　②　雑損控除の適用
　　　�　上記①の災免法による徴収猶予又は還付を受け

ていても、雑損控除を受ける方が有利なときは、
確定申告の際に、雑損控除の適用を受付ることが
できます（法 72）。

　⑵　源泉徴収義務者が被害を受けた場合
　①　納税の猶予
　　　�　災害により、源泉徴収義務者がその財産につき

相当な損失を受けた場合において、その者がその
損失を受けた日以後１年以内に納付すべき源泉所
得税及び復興特別所得税で次のいずれにも該当す
るものについては、その災害のやんだ日から２か
月以内に申請を行うことにより、所轄税務署長は、
納期限（納税の告知がされていないものについて
は、その法定納期限）から１年以内の期間に限り、
源泉所得税の全部又は一部の納税を猶予すること
ができます（通則法 46 ①）。

　　　イ�　災害のやんだ日の属する月の末日以前に納税

問１－ 15（p.42）
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義務の成立するもの
　　　ロ�　納期限（納税の告知がされていない源泉所得

税及び復興特別所得税については、その法定納
期限）がその損失を受けた日以後に到来するも
の

　②　災害等による期限の延長
　　　�　災害その他やむを得ない理由により、国税に関

する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他
書類の提出、納付などがその期限までにできない
と認められるときは、災害等の理由のやんだ日か
ら２か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
これには、個別指定と地域指定による場合とがあ
ります（通則法 11）。

　　　イ　個別指定
　　　　�　所轄税務署長に対し、申告、納付などの期限

の延長を申請し、その承認を受けることになり
ます。

　　　ロ　地域指定
　　　　�　災害による被害が広い地域に及ぶ場合、国税

庁長官が延長する期日と地域を定めて告示しま
すので、その告示の期日までに申告、納付など
をすればよいことになります。

９　復興特別所得税
　⑴　復興特別所得税の概要
　　�　平成 23 年 12 月２日に東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために必要な財源の確保に関
する特別措置法（平成 23 年法律第 117 号）が公布
され、「復興特別所得税」が創設されました。

　　　そのあらましは、次のとおりです。

　①　納税義務者
　　　�　所得税を納める義務のある者は、復興特別所得

税も併せて納める義務があります（復興財確法
８）。

　　　�　したがって、個人（居住者、非居住者）に限ら
ず、法人（内国法人、外国法人）も納税義務者と
なります。

　②　課税対象
　　　�　平成 25 年から平成 49 年までの各年分の基準所

得税額（下記③参照）が、復興特別所得税の課税
対象となります（復興財確法９）。

　　　注�　給与所得者は、平成 25 年１月１日以降に支払を
受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収され

ることとなります。

　③　基準所得税額
　　　�　納税義務者の区分に応じた基準所得税額は、次

の表のとおりです（復興財確法 10）。この基準所
得税額が復興特別所得税の課税標準とされます
（復興財確法 12、26）。

　　　注�　その年分の所得税において外国税額控除の適用
がある居住者については、外国税額控除額を控除

する前の所得税額となります。

区　　　分 基準所得税額

居
住
者

非永住者以外の
居住者

全ての所得に対する所得税額

非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のう
ち国内払のもの又は国内に送金され
たものに対する所得税額

非居住者 国内源泉所得に対する所得税額
内国法人 国内払の所得税法第 174 条に掲げる

利子等、配当等、給付補塡金、利息、
利益、差益、利益の分配及び賞金並
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びに租税特別措置法に規定する特定
の所得につき、所得税の税額の計算
に関する法令の規定により計算した
所得税の額

外国法人 国内源泉所得及び租税特別措置法に
規定する特定の所得につき、所得税
の税額の計算に関する法令の規定に
より計算した所得税の額

　④　復興特別所得税額の計算
　　　�　復興特別所得税額は、基準所得税額に 2.1％を

乗じた金額です（復興財確法 13、27）。
　　　注�　その年分の所得税において外国税額控除の適用

がある居住者のうち控除対象外国所得税額が所得

税の控除限度額を超える者については、その超え

る金額をその年分の復興特別所得税額から控除す

ることができます。ただし、その年分の復興特別

所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が

限度とされます。

　⑤　確定申告
　　　�　平成 25 年から平成 49 年までの各年分の確定申

告については、所得税と復興特別所得税を併せて
申告しなければなりません。また、所得税及び復
興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興
特別所得税額等一定の事項を併せて記載すること
になります。

　⑥　所得税及び復興特別所得税の納付
　　　�　所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した

者は、その申告書の提出期限までに、その申告書
に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税
の合計額を納付することになります。

　　　注�　所得税の振替納税を利用している者については、

問１－ 16（p.44）
～

問１－ 25（p.49）

振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特

別所得税の合計額が併せて引き落とされます。

　⑵　復興特別所得税の源泉徴収
　　�　平成 25 年１月１日から平成 49 年 12 月 31 日まで
の間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する
際、次により、復興特別所得税を併せて源泉徴収し
なければなりません（復興財確法 28）。
　①　源泉徴収義務者
　　　�　復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が

所得税と併せて源泉徴収することとなりますの
で、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の
源泉徴収義務者となります。

　②　源泉徴収の対象となる支払
　　　�　所得税法及び租税特別措置法の規定により所得

税を源泉徴収することとされている支払について
は、復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。

　　　�　したがって、給与所得や退職所得について所得
税を徴収して納付する際に、併せて復興特別所得
税を源泉徴収することとされています（復興財確
法 28 ①）。

　　　注�　租税条約の規定により、所得税法及び租税特別
措置法に規定する税率以下の限度税率が適用され

る場合には、復興特別所得税は課されません（復

興財確法 33 ③）。

　③　源泉徴収すべき復興特別所得税
　　　�　復興特別所得税（2.1％）の源泉徴収は、所得

税の源泉徴収の際に併せて行うこととされている
ため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対し
て所得税と復興特別所得税の合計税率（102.1％）
を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
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　　　支払金額等×合計税率（所得税率× 102.1％）
＝源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

　　　　注�　算出した所得税及び復興特別所得税の額に１
円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てます。

　　　　　�　なお、平成 25 年１月１日以降に復興特別所得
税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴

収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に

変更されています。

10　給与所得者の確定申告
　⑴　給与所得者が確定申告を必要とする場合
　　�　給与所得者については、原則として給与の支払者
の下で年末調整が行われ、これによって、その年に
源泉徴収された税額と納付すべき年税額との過不足
額が精算されるので、年末調整による税額が確定税
額となり、また、退職手当などは、他の所得と分離
して課税されるので、原則として源泉徴収税額がそ
のまま確定税額となりますから、ほとんどの人は確
定申告をする必要はないことになります。

　　�　しかし、給与所得者のうちには、給与所得のほか
に他の所得があったり、また、給与の年収が 2,000
万円を超える給与所得者については年末調整が行わ
れないなどの理由で、確定申告をしなければならな
い人があります。

　　�　平成 25 年分の所得について確定申告をしなけれ
ばならない人は、次のいずれかに該当する人で、平
成 25 年中の各種の所得金額の合計額から配偶者控
除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の

所得控除を差し引き、その金額を基として算出した
税額が、配当控除額及び年末調整の際に給与の税額
から控除を受けた（特定増改築等）住宅取得等特
別控除額の合計額よりも多い人です（法 120、121、
令 262 の２、措法 41 の２の２④、措令４の２④、
25 の８⑫）。

　　�　なお、これらの人は、平成 26 年２月 17 日から３
月 17 日までの間に各人の納税地（通常は住所地）
の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要があり
ます。

　　①�　平成 25 年中の給与の収入金額が 2,000 万円を
超える人

　　②�　１か所から給与を受ける給与所得者で、給与所
得及び退職所得以外の所得（地代、家賃、原稿料
など）の合計額が 20 万円を超える人

　　③�　２か所以上から給与を受ける給与所得者で、年
末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収
入金額と給与所得及び退職所得以外の所得（地代、
家賃、原稿料など）との合計額が 20 万円を超え
る人

　　　�　ただし、２か所以上から給与を受ける人であっ
ても、その給与の合計額（その人が社会保険料控
除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、
地震保険料控除、障害者等の控除、配偶者控除、
配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、
その給与の合計額からこれらの控除の額を差し引
いた金額）が 150 万円以下である人で、しかも、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が 20
万円以下の人は、確定申告をする必要はありませ
ん。
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　　④�　常時２人以下の家事使用人のみを雇用している
人に雇われている人や在日の外国大公使館に勤務
している人などのように、給与の支払を受ける際
に所得税の源泉徴収をされない人

　　⑤�　同族会社の役員やこれらの役員と親族関係など
にある人で、その会社から給与のほかに貸付金の
利子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料等の支
払を受けている人

　　⑥�　災害により被害を受け、災免法の規定による徴
収猶予又は還付を受けている人

　⑵　退職所得がある人の場合
　　�　退職所得については、一般的に、所得税及び復興
特別所得税の課税は退職金の支払の際に、支払者が
所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけ
で済まされます。

　　�　外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収
されないものについては、申告をする必要がありま
す。

　　�　なお、前記⑴の確定申告をしなければならない人
は、退職所得以外の所得については、申告をしなけ
ればなりません。

　⑶�　給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還
付される場合

　　�　給与や退職手当などについては、その源泉徴収の
段階では雑損控除や医療費控除などの所得控除は受
けられないことになっているため、これらの控除は
翌年に確定申告によって受けることになりますが、
確定申告によってその控除を受けた場合には、結果
として、既に源泉徴収された税額の全部又は一部が
還付されることになります。

　　�　給与所得者で、確定申告をすれば源泉徴収税額の
還付が受けられるのは、次のような人です。

　　①�　年の中途で退職して年末調整をされなかった人
で、源泉徴収された税額が過納となる人

　　②�　災害により住宅や家財についてその価額の
50％以上の損害を受けた人で、災免法の規定によ
る所得税の軽減又は免除が受けられる人

　　③�　災害、盗難又は横領により、住宅や家財につい
て損失（災害関連支出を含みます。）を受けた人
で、その損失額が一定の金額を超えるため、雑損
控除が受けられる人（②の軽減や免除を受ける人
は、その災害による損失額についてはこの雑損控
除は受けられません。）

　　④�　支払った医療費が、10 万円か所得金額の５％
相当額かのいずれか低い金額を超えるため、医療
費控除が受けられる人

　　⑤�　国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し
て支払った寄附金、認定特定非営利活動法人等の
行う一定の特定非営利活動に係る事業に関連する
寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得
に要した金額、特定の政治献金又は震災関連寄附
金が 2,000 円を超えるため、寄附金控除を受けよ
うとする人

　　⑥�　少額所得者などで、配当所得があるため配当控
除が受けられる人

　　⑦�　外国で納めた所得税に相当する税について、外
国税額控除が受けられる人

　　⑧�　住宅の取得等をしたため、（特定増改築等）住
宅借入金等特別控除を受けようとする人や、（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用が２年

問１－ 26（p.50）
～

問１－ 29（p.52）
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目以降となる人で年末調整の際にその控除を受け
ていない人

　　⑨�　退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受
給に関する申告書」を提出しなかったため、20％
（復興特別所得税を含めると 20.42％）の税率で源
泉徴収され、その税額が退職所得控除額等を適用
して求めた税額を超えている人

　　⑩�　政党等に対して政治活動に関する一定の寄附を
したことにより政党等寄附金特別控除を受けよう
とする人

　　⑪�　特定震災指定寄附金、認定特定非営利活動法人
等に対する一定の寄附金又は一定の公益社団法人
等に対する寄附金が 2,000 円を超えるため、所得
税額の特別控除を受けようとする人

　　⑫�　一定の耐震改修を行った人で、住宅耐震改修特
別控除を受けようとする人

　　⑬�　一定の特定改修工事を行った人で、住宅特定改
修特別税額控除を受けようとする人及び一定の認
定住宅の新築等を行った人で、認定住宅新築等特
別税額控除を受けようとする人

　　⑭�　特定支出の額の合計額が給与所得控除額の２分
の１相当額を超えるため、給与所得者の特定支出
控除の特例の適用を受けようとする人

（参考１）個別通達

○�大工、左官等の建設労働者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに
ついて
　（昭 47. 2. 5　直法５－６、直所４－６）

　標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙１のような照会
があり、これに対し、直税部長名をもって別紙２のように回答するととも
に、別紙３により○○協会会長あてに通知したから了知されたい。

別紙１

昭和 47 年１月 21 日
国税庁直税部長　殿

○○○○組合○○委員長

大工、左官等の建設労働者にかかわる源泉徴収についての照会

　大工、左官等の建設労働者については、その雇用関係が必ずしも明確で
ないところから、これらの労働者に関わる源泉徴収の取扱いについて、円
滑さを欠くきらいがありますので、下記の諸点についてお伺いします。

記

１�　大工、左官等の建設労働者が、一定のグループをくんで手間受（出来
高払制）の形態で仕事をし、その手間賃を統括者（責任者）が一括して
代理受領する場合がしばしばあります。この場合の源泉徴収義務者は、
そのグループを雇用した建設業者であり、そのグループの統括者（責任
者）ではないとして理解してよろしいか。
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２�　見習工を雇用している親方又は一人親方が、その見習工ともども建設
業者に雇用された場合、その給与が一括して親方に支払われた場合で
あっても、その給与に対する源泉徴収義務者は、当該建設業者であると
理解してよろしいか。

３�　大工、左官等の建設労働者又は１人親方が、ときとして小工事を請負
い短期間他の建設労働者を雇用し給与等を支払う場合があります。この
場合、これらの建設労働者、一人親方の常態は、業者として常時人を雇
用して業務を継続するものではないので、給与支払い事務所開廃届等は
手続きとして繁雑にわたるので、これを省略してよろしいか。

４�　大工、左官等の源泉徴収を行う場合の源泉徴収税額表の適用区分につ
いては、その判定される時において明らかに８カ月をこえて雇用される
ことが予定されている場合を除き、その者が同一事業主に継続して８カ
月を超えて雇用されたかどうかによって判定してさしつかえないでしょ
うか。

以上

別紙２

直法５－４
昭和 47 年２月５日

○○○○組合○○委員長　殿
国税庁直税部長

大工、左官等の建設労働者にかかる源泉徴収について（昭和 47年１月 21
日付照会に対する回答）

　標題のことについては、お申し越しのとおり解してさしつかえありませ

ん。
　ただし、３の場合には、その源泉徴収税額の有無にかかわらず、所得税
徴収高計算書を所轄税務署に提出する必要があります。

別紙３

直法５－５
昭和 47 年２月５日

○○○○協会会長　殿
国税庁直税部長

大工、左官等の建設労働者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いにつ
いて

　標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙１のような照会
があり、これに対し直税部長名をもって別紙２のように回答しましたから、
よろしくお取り計らい願います。
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（参考２）　判決事例

○平成 23年１月 14 日　最高裁第２小法廷判決
　（平成 20 年（行ツ）第 236 号、平成 20 年（行ヒ）第 272 号事件）
　破産管財人は、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、
「支払をする者」には含まれず源泉徴収の義務を負わないとした事例

（要旨）
１�　本件は、破産管財人である上告人（弁護士）が、破産法の下において、
破産管財人の報酬の支払をし、破産債権である元従業員らの退職金の債
権に対する配当をしたところ、所轄税務署長から、上記支払には所得税
法 204 条１項２号の規定が、上記配当には同法 199 条の規定がそれぞれ
適用されることを前提として、源泉所得税の納税の告知及び不納付加算
税の賦課決定を受けたことから、上告人において、主位的に、上告人の
被上告人に対する上記源泉所得税及び不納付加算税の納税義務が存在し
ないことの確認を求めるとともに、予備的に、被上告人の上告人に対す
る上記源泉所得税及び不納付加算税の債権が財団債権でないことの確認
を求めている事案である。
２�　弁護士である破産管財人は、その報酬につき、所得税法 204 条１項に
いう「支払をする者」に当たり、同項２号の規定に基づき、自らの報酬
の支払の際にその報酬について所得税を徴収し、これを国に納付する義
務を負うと解するのが相当である。
３�　破産管財人は、破産手続を適正かつ公平に遂行するために、破産者か
ら独立した地位を与えられて、法令上定められた職務の遂行に当たる者
であり、破産者が雇用していた労働者との間において、破産宣告前の雇
用関係に関し直接の債権債務関係に立つものではなく、破産債権である
上記雇用関係に基づく退職手当等の債権に対して配当をする場合も、こ

れを破産手続上の職務の遂行として行うのであるから、このような破産
管財人と上記労働者との間に、使用者と労働者との関係に準ずるような
特に密接な関係があるということはできない。
　�　また、破産管財人は、破産財団の管理処分権を破産者から承継するが、
破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、その支払の際
に所得税の源泉徴収をすべき者としての地位を破産者から当然に承継す
ると解すべき法令上の根拠は存しない。そうすると、破産管財人は、上
記退職手当等につき、所得税法 199 条にいう「支払をする者」に含まれ
ず、破産債権である上記退職手当等の債権に対する配当の際にその退職
手当等について所得税を徴収し、これを国に納付する義務を負うもので
はないと解するのが相当である。

○��平成 23 年３月 22 日　最高裁第３小法廷判決
　（平成 21 年（受）第 747 号）
　給与等の支払者が給与等に係る強制執行を受けた場合でも、支払者はそ
れに係る源泉徴収義務を負うとした事例

（要旨）
　所得税法第 28 条第１項に規定する給与等（給与等）の支払をする者が、
その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合で
あっても、上記の者は、同法第 183 条第１項所定の源泉徴収義務を負うと
解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。
　同項は、給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について
所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月 10 日までに、これを国
に納付しなければならない旨を定めるところ、給与等の支払をする者が、
強制執行によりその回収を受ける場合であっても、それによって、上記の
者の給与等の支払債務は消滅するのであるから、それが給与等の支払に当
たると解するのが相当であることに加え、同項は、給与等の支払が任意弁
済によるのか、強制執行によるのかによって何らの区別も設けていないこ
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Ｑ＆Ａ

【源泉徴収義務者の取扱い】

１－１　家事使用人に支払う給与についての源泉徴収
問　人を雇って給料を支払っている場合には、その支払う給料について所
得税を源泉徴収しなければならないようですが、家事上のお手伝いさん
を雇って給料を支払っているときにも所得税を源泉徴収し納付する必要
があるのでしょうか。

答�　人を雇って給料等を支払う場合には、たとえその雇人が１人であって
も、その給料について所得税を源泉徴収する必要があります。
　�　しかしながら、その雇人が事業上の使用人でなく、いわゆるお手伝い
さんなどのように単なる家事上の使用人であって、しかもその家事上の
使用人の数が常時２人以下である場合には、その支払う給料について所
得税を源泉徴収する必要はないことになっています（法 184）。これは
単に家事上の使用人に対してだけ給料を支払っているにすぎない場合に
は、その支払者に所得税を源泉徴収し納付するという事務を期待するこ
とが困難であると考えられることによるものです。
　�　したがって、家事上の使用人以外の事業上の使用人が１人でもいれば、
その事業上の使用人についてはもちろんのこと、お手伝いさんの分につ
いても所得税を源泉徴収しなければならないことになります。
　�　なお、源泉徴収を要しないお手伝いさんの給料については、原則的に
は確定申告により個人が納税をすることになっています。

とからすれば、給与等の支払をする者は、上記の場合であっても、源泉徴
収義務を負うものというべきである。
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１－２　親会社の派遣役員の報酬を親会社に支払う場合の源泉徴収
問　当社の役員には、親会社から派遣された役員がおり、この役員報酬は
当社から親会社に直接支払うため、その役員個人の所得にはならないこ
とになっています。
　　このような個人の所得にならないことが明らかな場合でも、役員個人
の給与所得として所得税を源泉徴収しなければなりませんか。

答�　親会社からの派遣役員の報酬を子会社が親会社に直接支払うことに
なっている場合には、その報酬は親会社に帰属するものであり、所得税
の源泉徴収を行う必要はありません（基通 183 ～ 193 共－３）。
　�　親会社が現にその役員にその報酬を支払う際、源泉徴収をすれば足り
ます。

１－３　仮処分判決に基づく支払金に対する源泉徴収
問　懲戒解雇した従業員に対して、地位保全の仮処分判決があり、当社で
は従前の給与の額の 90％に相当する金額を毎月支払っていますが、こ
の金額については、給与所得として所得税を源泉徴収することになりま
すか。

答�　貴社が支払っている金銭は、従業員の地位保全の仮処分判決に基づく
ものですから、解雇した従業員であっても、引き続き従業員として勤務
していると仮定した場合の給与相当額であり、通常の給与と同様に所得
税を源泉徴収することになります。

【源泉徴収をする時期の取扱い】

１－４　支払が遅延した場合の源泉徴収の時期
問　昨年中の賃金の未払分を本年に入ってから支払うことになりました。
この未払分に対する税金は未だ納めていませんが、この未払の賃金を支
払うときに税金を徴収して納めたのでは、延滞税や不納付加算税がつき
ますか。

答�　源泉所得税の徴収の義務は、「支払の際」に生じますから、まだ支払
わないものについては、所得税を徴収する義務はありません。
　�　また、源泉所得税の納付期限は、徴収した日の属する月の翌月 10 日
（納期の特例によるときは、その納期限）ですから、おたずねの場合には、
未払の給与を実際に支払った時に所得税を徴収し、その月の翌月 10 日
までに納付すれば、延滞税や不納付加算税を納付し、又は徴収されるこ
とはありません（基通 181 ～ 223 共－１）。
　�　ただし、役員賞与等で未払となっているものについては、問９－ 21
のとおりです。
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【納付の取扱い】

１－５　就航中の船員の給与から徴収する所得税の納付時期
問�　船会社ですが、就航中の船員の給料から徴収する所得税は、いつ納付
すればよいのですか。

答�　船員の給料が就航中の船内で支払われ、その船が帰港しないため、徴
収した所得税の納付ができないような場合には、その税金を納付できる
ような状況になったとき、すなわち、その船が帰港したときの翌月 10
日までに納付すれば、延滞金を納付する必要もなく、また不納付加算税
を徴収されることもありません。
　�　ただし、船長にあらかじめ一括して前渡しするときに各人ごとに支払
う額の確定している給与については、それぞれ定められた支給日が到来
するつどその到来した部分に係る徴収税額をその日の属する月の翌月
10 日までに納付しなければなりません（基通 183 ～ 193 共－４）。

１－６　納付税額がないときの税務署への報告
問　今までは毎月納付税額があったのですが、改正によって賞与の支給月
のほかは納付税額がないことになりました。納付税額がない月には、税
務署にそのことを報告しなければなりませんか。

答�　給与所得又は退職所得を支払ったときは、徴収して納める税金がない
ときであっても、人員、支給額等を記載した（「税額」欄は０と記入し
ます。）徴収高計算書だけは税務署長に提出しなければならないことに
なっていますから、これを提出すれば別に報告する必要はありません（規
別表第３（３）備考 18）。

【誤納額の還付の取扱い】

１－７　支給額の過払を是正した場合の税額の是正
問　家族手当の支給状況を調べましたところ、給与規程のうえで家族手当
の支給対象とならない人を家族手当の受給対象者として申請し、昨年か
ら今月まで家族手当を余分に受けていた人を発見しましたので、その余
分に受けている金額を来月の月給日に差し引くことにしました。
　　このような場合、昨年の給与から徴収した所得税は、どうなりますか。

答�　源泉徴収義務者がその支払金額の全部又は一部を返還させたことによ
り、納め過ぎとなった税額は、その返還を受けた時に生じた過誤納金と
して、納税地の所轄税務署長から源泉徴収義務者に還付されることに
なっています。
　�　この場合、源泉徴収義務者がその過誤納金の選付を受けるには、支払
金額の返還を受付た後に「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税地の
税務署長に提出する建前となっていますが、おたずねの場合のように、
給与所得から徴収する所得税について生じた過誤納金については、還付
請求書を提出しないで、「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出し、
以後納付する給与所得に係る源泉所得税のうちから控除することによっ
て還付を受けることもできます（基通 181 ～ 223 共－６）。
　�　なお、返還させた金額は、当初からなかったことになりますから、昨
年分の給与について年末調整をしている場合には、年末調整の再調整が
必要となります。
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【不納付加算税・重加算税・延滞税の取扱い】

１－８　不納付加算税の軽減
問　本税の納付が期限に遅れても、自発的に納めたものであれば、不納付
加算税は幾分軽くしてもらえるそうですが、これはどういうことですか。

答�　不納付加算税は、本税を自発的に納付した場合に、その納付が源泉所
得税についての調査があったことにより納税の告知があるべきことを予
知してされたものでないときは、通常であれば本税の 10％であるとこ
ろが５％に軽減されることになっています（通則法 67 ②）。

１－９　不納付加算税の不適用
問　当社は、これまで納期限までに源泉所得税を納付してきましたが、今
回、うっかり納付を忘れ、納期限の１週間後に納付しました。
　　１日でも納期限が過ぎれば、不納付加算税が課税されますか。

答　不納付加算税の賦課については、法律上例外規定があります。
　�　すなわち、源泉所得税が納税の告知を受けることなく法定納期限後に
納付された場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思が
あったと認められる「一定の場合」に該当してされたものであり、かつ、
その納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から１か月を経過する
日までに納付されたものであるときは、不納付加算税は課税されません
（通則法 67 ③）。
　�　上記の「一定の場合」とは、その納付に係る法定納期限の属する月の
前月の末日から起算して１年前の日までの間に法定納期限が到来する源
泉所得税について、次のいずれにも該当する場合とされています（通令
27 の２②）。
　　注�　例えば、「前日の末日」が６月 30 日である場合には、「１年前の日」

は前年６月 30 日となります。

　⑴�　納税の告知（法定納期限までに納付しなかったことについて正当な
理由があると認められる場合を除きます。）を受けたことがない場合

　⑵�　納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実（その
源泉所得税に相当する金銭が法定納期限までに納付受託者に交付され
ていた場合及び法定納期限までに納付しなかったことについて正当な
理由があると認められる場合における法定納期限後に納付された事実
を除きます。）がない場合

１－10　重加算税の徴収
問　重加算税は、どんな場合に徴収されるのですか。

答�　所得税を源泉徴収する義務のある者が、事実の全部又は一部を隠ぺい
し又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき納付すべき所
得税を法定納期限までに納付しなかった場合は、その納付すべき税額に
ついて、不納付加算税に代え、35％に相当する重加算税を徴収すること
になっています。
　�　ただし、このような事情がある場合でも、税務署の調査がある前に自
発的に納付したときは、重加算税は徴収されません（通則法 68 ③）。
　�　なお、隠ぺいし又は仮装に該当する場合とは、例えば次に掲げるよう
な事実（不正事実）がある場合とされています（平 12 課法７－８）。
　⑴　いわゆる二重帳簿を作成していること。
　⑵　帳簿書類を破棄又は隠匿していること。
　⑶�　帳簿書類の改ざん（偽造及び変造を含む。）、帳簿種類への虚偽記載、
相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的
な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。

　⑷�　帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、源泉徴収の対象とな
る支払事実の全部又は一部を隠ぺいしていること。
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１－11　基本税額が少額な場合の延滞税の切捨計算
問　基本税額が１万円に満たないときは、延滞税を納付する必要はないそ
うですが、いかがですか。

答　そのとおりです。
　�　延滞税の額を計算する場合に、その計算の基礎となる税額に１万円未
満の端数があるとき、又はその税額の全額が１万円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てることになっています（通則法
118 ③）。
　�　なお、算出した延滞税に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額
が 1,000 円未満のときも、その端数金額又はその全額を納付する必要は
ありません（通則法 119 ④）。

【源泉徴収票の提出の取扱い】

１－12　磁気テープによる源泉徴収票の提出
問　源泉徴収票を磁気テープによって提出するためには、何か手続が必要
でしょうか。

答�　所得税法第 225 条第１項又は同法第 226 条の規定により税務署長に提
出する支払調書又は源泉徴収票は、磁気テープをもって提出することが
できることとされています（規 95 の２①②）。この制度の適用を受ける
ためには、所轄税務署長に「支払調書等の磁気テープによる提出承認申
請書」を支払調書等の提出期限の３月前（前年 10 月 31 日）までに提出
し、税務署長の承認を受けることが必要です。
　�　また、提出する磁気テープについては、規格・ファイルの仕様等が定
められていますので、あらかじめ所轄税務署（資料情報担当）又は国税
局にご相談ください。
　�　なお、市町村に提出する磁気テープの規格等は、税務署に提出する源
泉徴収票に関する磁気テープと基本的に同様となっています。

１－13　情報交換に関する租税条約を締結している国
問　当社の従業員の中には、アメリカの親会社から出向している人がいま
す。アメリカに住所がある人の場合には、源泉徴収票を２枚税務署に提
出する必要があるそうですが、外国に住所がある人はすべて同様でしょ
うか。

答�　税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票は、通常の受給者については
１枚ですが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している各国に住
所がある人（日本にも１年以上の居所がある人）については、同じもの
を２枚提出することとされています。
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　�　この情報交換に関する租税条約を締結している各国とは、次に掲げる
国です（平成 25 年３月 31 日現在）。

　　�　アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルメニア、
イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベ
キスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、
カザフスタン、カナダ、ガーンジー、キルギス、クウェート、グルジ
ア、ケイマン諸島、サウジアラビア、ザンビア、ジャージー、シンガ
ポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、
タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国（香港及び
マカオを除きます。）、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トル
コ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バハマ、バミュー
ダ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンラ
ンド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベラ
ルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、マ
ン島、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、リヒテンシュタイン、
ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

　�　なお、非居住者（日本に住所がなく、かつ、引き続き１年以上居所を
有しない者）に対する給与等については、「給与所得の源泉徴収票」で
はなく、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」
を提出しなければなりません。

１－14　給与の源泉徴収票と給与支払報告書の提出不要限度額
問　給与の金額が一定額以下の人については、給与の源泉徴収票を税務署
に提出する必要はありませんが、市町村に提出する給与支払報告書も同
様の基準によるのでしょうか。

答�　税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」と、市町村へ提出する市

町村民税の「給与支払報告書（個人別明細書）」は、記載する内容がほ
とんど同じになっていますので、両者の規格と様式はできるだり統一さ
れ、複写により同時に作成することができるようになっています。
　�　しかし、給与支払報告書については源泉徴収票のように提出不要限度
額はありませんので、翌年１月１日現在において給与等の支払を受けて
いる受給者についてはすべて提出しなければなりません。
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【災害減免法の適用】

１－15　災害減免と雑損控除
問　災害被害者が、所得税法の雑損控除を受けた方が有利か、災害減免法
の軽減又は免除を受けた方が有利かは、どうしたらわかりますか。

答�　災害被害者が、災害減免法第２条の規定によって所得税の軽減又は免
除を受けることができるのは、その年の総所得金額（分離課税とされる
土地・建物等の譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先
物取引の雑所得等の金額を含みます。）、退職所得金額及び山林所得金額
の合計額（以下「合計所得金額」といいます。）が 1,000 万円以下であって、
その損害額が住宅又は家財の価額の 10 分の５以上である場合に限られ
ています。災害減免法の規定により軽減又は免除を受けることができな
い場合であっても、所得税法の雑損控除の規定に該当するときは、雑損
控除を受けられることはいうまでもありません。
　�　ところで、所得税の負担のうえで雑損控除を受けた方が有利か、災免
法の軽減又は免除を受けた方が有利かは、次により判定することができ
ます。
　⑴�　損害額がその年の合計所得金額以下であり、その年の合計所得金額
が 500 万円以下のときは、災免法第２条の規定により免除を受けて不
利となることはありません。

　⑵�　損害額がその年の合計所得金額以下であり、その年の合計所得金額
が 500 万円を超え 750 万円以下のときは、災免法によれば所得税額の
10 分の５を一律に軽減することになっていますが、雑損控除の規定
の適用を受けますと、合計所得金額から損害額のうち合計所得金額の
10％を超える額を控除して税額を計算するため、各人の合計所得金額、
損害額及び扶養親族の数等によって一律にはいえませんから、個々の
場合について計算し、比較してみる必要があります。

　⑶�　損害額がその年の合計所得金額以下であり、その年の合計所得金額

が 750 万円を超え 1,000 万円以下のときは、災免法によれば所得税額
の４分の１を軽減することになっていますから、⑵と同様どちらが有
利かは一律には定められません。

　⑷�　損害額がその年の合計所得金額を超えるときは、雑損控除によれば
損失の繰越控除の規定の適用を受け、翌年に繰り越して翌年の所得金
額から控除を受けることができますから、この場合にはすべて雑損控
除の方が有利です（法 71、72、災免法２）。

　　注�　東日本大震災の被災者ついては、雑損控除の特例を適用することがで
きます。
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【復興特別所得税の取扱い】

１－16　納付税額の端数処理
問　所得税及び復興特別所得税を納付する際の端数処理は、どのように行
うのでしょうか。

答�　所得税及び復興特別所得税の額の端数計算は、所得税及び復興特別所
得税の合計額によって行うこととされています（復興財確法 31 ②）。
　�　したがって、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税率と
復興特別所得税率の合計税率を乗じて算出した金額について１円未満の
端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。
　�　なお、平成 25 年分以後の給与所得の源泉徴収税額表は、所得税と復
興特別所得税の合計額が記載されています。また、年末調整の際の年調
年税額は、100 円未満切捨てとされています。

１－17　復興特別所得税の年末調整
問　復興特別所得税の年末調整はどのように行うのですか。

答�　年末調整は、所得税及び復興特別所得税の合計額により行います（復
興財確法 30）。
　�　なお、年調年税額（年末調整による年税額（復興特別所得税を含みま
す。））は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税
額に 102.1％を乗じた金額（100 円未満切捨て）となります。

１－18　退職所得に対する復興特別所得税
問　退職手当等から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額を算出す
る際に使用する速算表はどのようになるのでしょうか。

答⑴�　「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合、次のい
ずれかの速算表により所得税及び復興特別所得税の額を算出すること
ができます。

　　①　退職所得の源泉徴収税額の速算表①（平成 25 年１月１日以降）
　　　【計算例：課税退職所得金額が 4,000,000 円の場合】
　　　　　（4,000,000 円× 20％－ 427,500 円）× 102.1％
　　　　＝ 380,322.5 円⇒（源泉徴収税額 380,322 円《１円未満切捨て》
　　②　退職所得の源泉徴収税額の速算表②（平成 25 年１月１日以降）
　　　【計算例：課税退職所得金額が 4,000,000 円の場合】
　　　　　4,000,000 円× 20.42％－ 436,477.5 円
　　　　＝ 380,322.5 円⇒（源泉徴収税額）380,322 円《１円未満切捨て》
　　注１�　退職手当等に係る「課税退職所得金額」は、退職手当等の収入金額

から退職所得控除額を控除した残額の２分の１に相当する金額（1,000

円未満の端数切捨て）となります。なお、特定役員退職手当等に係る「課

税退職所得金額」については、特定役員退職手当等の収入金額から退

職所得控除額を控除した残額に相当する金額（1,000 円未満の端数切

捨て）となります。

　　注２�　所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際の税額の端数処理
については、計算の途中では端数処理を行わず、最後に１円未満の端

数を切り捨てます。

　　注３�　上記速算表によらず、所得税法第 89 条の規定どおり、課税退職所
得金額を税率の段階ごとに区分し、その区分した金額ごとに所定の税

率を乗じて算出した金額を合計して源泉徴収税額を算出する場合、計

算の途中では端数処理を行わず、最後に１円未満の端数を切り捨てる

ことにより、①区分した金額ごとに所得税率を乗じて計算した金額の

合計額に 102.1％を乗じる方法、②区分した金額ごとに合計税率を乗
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じて計算した金額を合計する方法のいずれであっても算出される所得

税及び復興特別所得税の額は同じ額となります。

　⑵�　「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合には、
退職手当等の収入金額に 20.42％を乗じた税額（１円未満の端数切捨
て）を源泉徴収します。

　　【計算例：退職手当等の収入金額が 2,534,000 円の場合】
　　　2,534,000 円× 20.42％
　　＝ 517,442.8 円⇒（源泉徴収税額）517,442 円《１円未満切捨て》

１－19　税引手取額からのグロスアップ計算
問　講演料として税引手取額で 100,000 円を支払いました。
　　この場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算
出すればよいのでしょうか。

答�　税引手取額により報酬を支払っている場合には、いわゆるグロスアッ
プ計算により納付すべき所得税及び復興特別所得税の額を算出すること
になります。
　⑴　支払金額
　　　100,000 円÷（100 －合計税率 10.21％）
　　＝ 111,370.976 ⇒（１円未満切捨て）111,370 円
　⑵　所得税及び復興特別所得税の合計額
　　　111,370 円×合計税率 10.21％
　　＝ 11,370.877 ⇒（納付すべき税額）11,370 円《１円未満切捨て》

１－20　年末調整による超過税額
問　平成 24年分の年末調整により生じた超過額を平成 25年１月に支払
う給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額から控除する

　場合、所得税徴収高計算書（納付書）はどのように記載すればよいので
しょうか。

答�　復興特別所得税は平成 25 年分の所得から適用されますので、平成 24
年分の給与については復興特別所得税が含まれていません（復興財確法
９①）。
　�　しかし、ご質問のように、平成 24 年分の年末調整により生じた超過
額を平成 25 年１月以後に支払う給与等から源泉徴収した所得税及び復
興特別所得税から控除する場合であっても、給与所得・退職所得等の所
得税徴収高計算書（納付書）の「年末調整による超過税額」欄にその控
除する額を記載することとされています。

１－21　平成24年分未払給与の支給
問　平成 24年分の未払給与を平成 25年１月以後に支払う場合でも、復
興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。

答�　復興特別所得税は、平成 25 年分の所得から適用されますので、平成
24 年分として確定している給与については復興特別所得税は課税され
ません（復興財確法９①）。
　�　したがって、ご質問の場合のように、実際の支払が平成 25 年１月１
日以後になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありま
せん。

１－22　給与の支給日を翌月としている場合の源泉徴収
問　当社では、各月の給与は翌月 10日に支払うこととしていますので、
平成 24年 12月分の給与についても平成 25年１月 10日に支払う予定
です。
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　　この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。

答�　契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている
給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされていま
す（基通 36 －９⑴）。
　�　したがって、ご質問の給与については、平成 25 年１月 10 日が収入す
べき時期となり、平成 25 年分の所得となりますので、復興特別所得税
を源泉徴収する必要があることになります。

１－23　還付請求
問　還付請求を行う場合、所得税と復興特別所得税とに分けて還付請求す
る必要がありますか。

答�　実務上、所得税と復興特別所得税の合計額により還付請求して差し支
えないこととされています。

１－24　限度税率を適用した場合の納付書
問　非居住者等に対して支払った所得について、租税条約に基づく限度税
率を適用して源泉徴収した所得税と、国内法上の税率を適用して源泉徴
収した所得税及び復興特別所得税とを同時に納付する場合、その合計額
を１枚の所得税徴収高計算書（納付書）に記載して納付しても構いませ
んか。

答�　非居住者等に対して支払った所得について源泉徴収した税額を納付す
る際、その納付税額に、復興特別所得税が含まれた税額と租税条約に基
づく限度税率を適用したことにより復興特別所得税が含まれない税額と
がある場合には、それぞれ別葉の所得税徴収高計算書（納付書）により
納付することとされています。

１－25　法定調書の記載
問　「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には
源泉徴収税額を記載する必要がありますが、復興特別所得税はどのよう
に記載するのでしょうか。

答�　「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書の「源
泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載すること
とされています（復興特別所得税省令７）。
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【給与所得者の確定申告】

１－26　還付を受けるための確定申告書の提出期限
問　確定申告をする義務のない人が、源泉所得税の過納額の還付を受ける
ために提出する確定申告書は、一般の確定申告書の提出期限までに提出
しなければなりませんか。

答�　過納額の還付を受けるために提出する確定申告書は、確定申告の義務
のある人が提出する確定申告書や、損失の繰越控除等を受けようとする
人が提出する損失申告書とは違い、特にその提出期限は定められてはい
ません。
　�　したがって、翌年の１月１日から通則法第 74 条の規定により、還付
請求権が時効により消滅する時まで（５年間）提出することができます。
もっとも、提出時期が遅れますと所得金額の確認等に困難を伴うことも
予想されますので、なるべく早く提出されるのがよいと思われます（法
122）。

１－27　中途退職者の税額の精算
問　私は昨年４月に退職し結婚しました。退職後は所得がありませんから、
４月までの月給から徴収されていた税金も多分納め過ぎとなっていると
思います。
　　中途退職者には、年末調整もなく、確定申告もいらないそうですが、
納めた税金はそのままになるのですか。

答�　中途退職者については、死亡により退職した人等、特別な人の場合を
除き、年末調整の適用もなく、また給与所得以外の所得の金額が一定限
度以下の人は確定申告も要しないことになっていますが、この場合の確
定申告を要しないということは、確定申告を行う義務を免除したにすぎ

ないのであって、あなたのような場合には、別に納めすぎた税金の還付
を受けるために確定申告を行うことが認められています。確定申告をし
て過納となる税額があればもちろん還付されます（法 122）。

１－28　海外で納付した所得税相当額の控除を受ける手続
問　先般ニューヨークに当社の支店を開設するため、役員と社員１名を８
か月程度現地に出張させました。
　　彼等は帰国の際、米国の所得税を納付させられたそうですが、２人の
出張中当社でも源泉徴収していたので、８か月間、二重に課税されたこ
とになります。何か救済の方法はありませんか。

答�　確定申告書、修正申告書又は更正請求書に外国税額の控除に関する事
項を記載し、かつ、控除を受けようとする金額の明細書及び海外におい
て課税された所得税に相当する税の納付を証する書類を添付すれば、次
の算式により計算した金額（控除限度額）を限度として海外で納付した
税額に相当する金額の控除を受けられますし、この控除によって過納と
なる税額があれば還付されます。

日本の所得税額 × その人の海外における所得金額の合計額
その人の所得金額の合計額

　　　注�　おたずねのように計算式の分子となる海外における所得金額（国外
所得）が給与所得である場合、当該国外所得の金額は、その者の給与

所得（給与所得控除後の金額）の総額に、給与の収入金額の総額に占

める国外所得に係る収入金額の割合を乗じて計算します。

　�　なお、海外で納付した税額が控除限度額を超える場合にはその超える
税額は控除されませんが、すでにその年の前年以前３年内のいずれかの
年に外国税額控除の適用を受けていてそのとき海外で納付した税額がそ
のときの控除限度額に満たなかったときは、その控除限度額と海外で納
付した税額との差額は今回の控除限度額に加算したうえで外国税額控除
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額を計算することになっています。
　�　また、海外で納付した税額が控除限度額に満たない場合には、海外で
納付した税額に相当する金額が控除されるわけですが、すでにその年の
前年以前３年内のいずれかの年において外国税額控除の適用を受けてい
て、そのときの海外で納付した税額がそのときの控除限度額を超えてい
たときは、その超える部分の金額を今回控除しようとする海外で納付し
た税額に加算して控除の対象となる金額を計算することになっていま
す。もっとも、この場合の加算は毎年継続して控除限度額等の計算に関
する明細書を確定申告書に添付していることを条件として適用されます
から注意してください（法 95、令 221 ～ 225、規 41、42）。

１－29　国外財産調書の提出
問　外国に財産を保有している場合には、一定の調書を提出することに
なったとのことですが、その内容について教えてください。

答�　国外財産調書制度は、平成 24 年の税制改正において、「内国税の適正
な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法
律」（以下「国外送金法」と略称します。）に規定されました。
　�　この改正は、平成 26 年１月１日以後に提出すべき国外財産調書につ
いて適用されますので、平成 25 年 12 月 31 日時点で国外財産を 5,000
万円超有する場合には、国外財産調書を提出しなければなりません。
　　具体的な内容は、次のとおりです。
　１　提出対象者
　　�　居住者（非永住者を除きます。）は、その年の 12 月 31 日において
その価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する場合には、
その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書
（国外財産調書）を、その年の翌年３月 15 日までに、所轄税務署長に
提出しなければなりません（国外送金法５①）。

　　�　ただし、提出期限の３月 15 日までに死亡し、又は出国をしたときは、

国外財産調書の提出は不要とされます。
　　�　なお、国外財産調書に記載した国外財産については、その年分の所
得金額が 2,000 万円を超える場合に提出することになっている財産債
務明細書への内容の記載は要しないこととされています（国外送金法
５②）。

　２　過少申告加算税等の特例
　　⑴　国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減
　　　�　国外財産に係る所得税について修正申告等があった場合におい

て、提出された国外財産調書に、その修正申告等の基因となる国外
財産についての記載があるときは、過少申告加算税又は無申告加算
税の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税
又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その修正申告
等の基因となる国外財産に係る者に限ります。次の⑵において同じ
です。）の５％に相当する金額を控除した金額とされます（国外送
金法６①）。

　　⑵　国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重
　　　�　国外財産に係る所得税について修正申告等があった場合におい

て、国外財産調書の提出がないとき又は提出された国外財産調書に
その修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき
（記載が不十分と認められるときを含みます。）は、過少申告加算税
又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額に、その
過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
の５％に相当する金額を加算した金額とされます（国外送金法６
②）。

　　　�　なお、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対しては罰則が設けら
れています。
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